
主な指示項目
令和７年度
指示件数

・定款変更について、所轄庁の認可を受ける手続きが行われていない
ので、速やかに行うこと。

・理事長の就任（重任）登記は、変更が生じた時から２週間以内に行
うこと。

・評議員、理事及び監事の選任の際、候補者が欠格事由に該当しない
ことを法人で確認すること。

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意
を得ること。

・議案について、特別な利害関係を有する理事がいるかどうか確認を
行うこと。

・理事長及び業務執行理事は毎会計年度に４か月を超える間隔で２回
以上職務に関する報告をすること。

・評議員会の目的である事項及び目的である事項に係る議案の概要は
もれなく理事会の議決で定めること。

・評議員会の日時及び場所等は理事会の決議により定めること。

・決議を行う前に、特別の利害関係を有する評議員がいるかどうか確
認を行うこと。
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・雇入時の健康診断（もしくは雇入前の3か月以内の健康診断結果受
領）を行うこと。
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・公表する定款は直近のものとすること。

・理事の報酬の総額について、現況報告書に記載の上、公表するこ
と。

合計 155

指示事項の概要
（法人運営）
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・監事監査には、必要な項目をもれなく記載すること。 3
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